
 

 

 

 

令和６年４月２１日 宮城県農業振興課

１ 配信サービス： 令和５年４月１日から正式運用開始 

２ 利用申込  ： 通年受付 

毎月２０日を締め日として、ID・パスワードを発行 

【裏面参照】 

３ 運用の概要 

（１）利 用 者 ： 農業者、農業法人、農業関連企業等 

（２）設置場所 ： 県内７か所【裏面地図参照】 

（３）配信方式 ： Ｎｔｒｉｐ方式（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ回線によるデータ配信） 

          ＲＴＣＭ３.０及びＲＴＣＭ３.２の同時配信 

 

 

 

 

 

（４）契約期間 ： 利用契約日から令和１０年３月３１日まで 

契約日は、申込月の翌々月１日となります。【裏面参照】 

○利用者負担金は毎年、１年度分毎、請求されます。 

（２月・３月の締め日分は、次年度の利用契約（利用者負担金発生）となります。） 

○契約期間中に IＤの追加契約や取消は可能です。ただし、利用者負担金の払戻及

び日割・月割は行いません。 

○ID・パスワードは、試用期間として事前に発行されます。 

（５）利用者負担金 

ＩＤ発行数 年度毎負担金額 利用期間の区切 

発行１つ目（１件目） ２０，０００円（税込）／件 ４月１日から 

翌年３月３１日 

（年度単位） 発行２つ目（２件目）以降 １０，０００円（税込）／件 

４ 申込方法 

（１）申込書類 ： 「宮城県ＲＴＫ基地局運営要領」より 

①様式１（利用申込書）申込 ID 毎に１部（利用する主なほ場の位置図を添付してください。） 

②様式２（利用契約書）利用者の住所・氏名の記入、押印したもの２部 

運営要領・様式は、以下のホームページからダウンロードできます。 

https://www.miyagi-agri.com/seibi/rtksystem 

（２）申 込 先 ： 公益社団法人みやぎ農業振興公社（郵送又は直接提出） 

          〒9８１－０９１４ 

仙台市青葉区堤通雨宮町４番１７号（宮城県仙台合同庁舎９階） 

          TEL ０２２－３４２－８３８０（ＲＴＫ受付）  

【利用上の注意】 

○通信には、一部のシステムを除き、OSがAndroid（OS ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ４以降）対応のスマートフォンやタブ

レット端末、通信機器等が必要となります。（ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝは iPhoneのOS（iOS）に対応していません） 

○通常の携帯電話が使用できないエリアでは、本方式は受信できません。 

GNSS（GPS等) 

 基地局 →補正データ

 

https://www.miyagi-agri.com/seibi/rtksystem


５ 利用開始までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○２月・３月の締め日分は、次年度の利用契約（利用者負担金発生）となります。ただし、ID・

パスワードは、試用期間として事前に発行されます。 

 

６ ＲＴＫ基地局設置場所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

７ 問い合わせ先 

機 関 名 連 絡 先 

公益社団法人みやぎ農業振興公社 ０２２－３４２－８３８０（ＲＴＫ受付） 

宮城県農業振興課 ０２２－２１１－２８３３ 

 

○着色円内［半径20km］： 

 メーカーが有効範囲とする受信エリア（誤差2～3㎝） 

○着色なし円部分［半径20km～30km］： 

 精度が劣るが受信可能（誤差３～４㎝程度（※）） 

 ※あくまで目安です。 

【設置場所】（北から順） 

①気仙沼合同庁舎 

②栗原合同庁舎 

③登米合同庁舎 

④王城寺原補償工事事務所 

⑤石巻合同庁舎 

⑥農業・園芸総合研究所 

⑦大河原合同庁舎 

 


